　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


承継に係る申立書（旅館業）
　　年　　月　　日　
広島県　　　保健所長　様
	
	〈譲受人〉
住所
氏名　　　　　　　　
〈譲渡人〉

住　　所
氏　　名

	　
	法人にあつては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名


この度、譲渡により譲り受けた旅館業営業の承継承認を申請するに当たり、以下の☑のある項目に関しては届出内容に変更はありません。
	
	項目
	内容
	添付書類等

	□
	営業施設名称
	
	

	□
	営業の種別
	・旅館・ホテル営業
・簡易宿所営業
・下宿営業
	

	□
	営業の形態
	・常時営業する一般的な施設
・一時的に営業する施設等
	

	□
	衛生管理責任者
	
	

	□
	総客室数、
総定員数
	
	変更前後の図面
例：和室→洋室等のタイプ変更

〇部屋→△部屋　部屋数の増減等


	□
	構造設備等
	・敷地面積
・建物の構造（木造、鉄筋等）
・客室延床面積
・玄関帳場
・調理場

・洗面所

・寝具の収納場所

・便所、使用水
・共同入浴設備
（使用水、浴槽、浴槽水の消毒方法、ろ過器、シャワー設備、サウナ室等）
	変更前後の図面
・玄関帳場その他これに類する設備の構造に係る図面
・入浴の用に供する湯水の給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにボイラー、ろ過器、消毒設備等


例：浴室内浴槽〇箇所→△箇所
サウナ室の増築
使用水の変更等


※　譲渡人が営業の許可を受け、又は届出を行った際（変更があった場合は、変更の届出を行った際）に提出した図面、その他の書類の控えを適切に保管しておく必要があります。
※　上記の項目に変更がある場合、変更届等を届け出てください。
※　施設の拡張、縮小その他大幅な構造設備の変更等の場合、新規許可の扱いとなるので、必ず事前に連絡・相談を行ってください。
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